
地域の福祉をサポートする民生委員・児童委員
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　民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働
大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で
す。児童福祉法に基づく児童委員を兼ねてい
ることから「民生委員・児童委員」といいま
す。また、民生委員・児童委員の中には、児
童福祉に関することを専門的に担当する「主
任児童委員」がいます。
　地域の実情をよく知り、人格識見があり、
社会福祉活動に関心があるなど民生委員法に
規定された要件を満たす人の中から、自治
会・行政区など地域の推薦を受け、市の民生
委員推薦会、県の社会福祉審議会を経て厚生
労働大臣から委嘱されます。ボランティアと
して活動しており給与の支給はありません。
任期は3年で再任も可能です。

　地域を見守る身近な相談相手です。それぞ
れの担当地域で高齢者や障がいのある人の安
否確認や見守り、子どもたちへの声かけなど
を行っています。医療や介護の悩み、生活上
の心配ごとなど、相談内容に応じて必要な支
援が受けられるよう、専門機関とのつなぎ役
にもなります。
　現在、市では215人の民生委員・児童委員
が活動しています。

　担当地域を持たず中学校区域を担当し、子
どもや子育てに関する相談や学校への訪問、
虐待防止の啓発などを行っています。また、
必要に応じて地域担当の民生委員・児童委員
と協力し、問題の解決に取り組みます。
　現在、市では12人の主任児童委員がいます。

民生委員・児童委員とは 民生委員・児童委員の役割

主任児童委員の役割
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